
 

 

船橋市条例第３２号 

  

   船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例 

 

船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年船橋市条例第６０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

２条第１項第２号、第７０条第２項第１号、第７２条の２第１項第１号及び第２号並び

に第７４条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「省令」という。）の例に

よる。 

 （指定に係る申請者の資格） 

第３条 法第７０条第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療

所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われ

る訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養

介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 

 （指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第４条 法第４２条第１項第２号、第７２条の２第１項第１号及び第２号並びに第７４条

第１項及び第２項の規定に基づき条例で定める基準は、次条から第８条までに定めるも

ののほか、省令に定める基準の例による。 

 （記録の整備） 

第５条 前条の規定によりその例によることとされる省令第３９条第２項（省令第３９条

の３及び第４３条において準用する場合を含む。）、第５３条の３第２項（省令第５８条

において準用する場合を含む。）、第７３条の２第２項、第８２条の２第２項、第９０条

の２第２項、第１０４条の４第２項（省令第１０５条の３及び第１０９条において準用



 

 

する場合を含む。）、第１１８条の２第２項、第１３９条の３第２項（省令第１４０条の

１３、第１４０条の１５及び第１４０条の３２において準用する場合を含む。）、第１５

４条の２第２項（省令第１５５条の１２において準用する場合を含む。）、第１９１条の

３第２項、第１９２条の１１第２項、第２０４条の２第２項（省令第２０６条において

準用する場合を含む。）及び第２１５条第２項の規定の適用については、これらの規定

中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

 （非常災害対策） 

第６条 第４条の規定によりその例によることとされる省令第１０３条第１項（省令第１

０５条の３、第１０９条、第１１９条、第１４０条（省令第１４０条の１３において準

用する場合を含む。）、第１４０条の１５、第１４０条の３２、第１５５条（省令第１５

５条の１２において準用する場合を含む。）、第１９２条及び第１９２条の１２において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「従業者」とあるのは、「従業

者並びに利用者及びその家族等」とする。 

 （指定短期入所生活介護事業所等の設備） 

第７条 省令第１２１条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所（以下「指定短期

入所生活介護事業所」という。）、省令第１４０条の４第１項に規定するユニット型指定

短期入所生活介護事業所及び省令第１４０条の２６に規定する基準該当短期入所生活介

護事業所の居室並びに指定特定施設の介護居室には、非常通報装置又はこれに代わる設

備を設けなければならない。 

２ 業務に支障がないと認められる場合には、指定短期入所生活介護事業所の介護職員室

と看護職員室は、同一の場所とすることができる。 

３ 第４条の規定によりその例によることとされる省令第１２４条第８項、第１４０条の

４第８項、第１４０条の３０第４項及び第１７７条第８項の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

読み替える省令

の規定 

読み替えられ

る字句 

読み替える字句 

   第１２４条第８

項 

第１３２条第

１項から第７

項まで 

第１３２条第１項から第７項まで並びに船橋市

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（令和６年船橋市条例第３３



 

 

号）第７条第１項及び第２項 

前各項 前各項並びに船橋市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例第７条第１項及び第２項 

第１４０条の４

第８項 

第１５３条第

１項から第７

項まで 

第１５３条第１項から第７項まで及び船橋市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例第７条第１項 

前各項 前各項及び船橋市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例第７条第１項 

第１４０条の３

０第４項 

第１８３条第

１項から第３

項まで 

第１８３条第１項から第３項まで及び船橋市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例第７条第１項 

前３項 前３項及び船橋市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例第７条第１項 

第１７７条第８

項 

第２３３条第

１項から第７

項まで 

第２３３条第１項から第７項まで及び船橋市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例第７条第１項 

前各項 前各項及び船橋市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例第７条第１項 

 （ユニット型指定短期入所生活介護等における入浴等） 

第８条 第４条の規定によりその例によることとされる省令第１４０条の８第３項及び第

１５５条の７第３項の規定の適用については、これらの規定中「できるよう」とあるの

は、「できるよう、１週間に２回以上」とする。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


